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うるま市消防本部消防同意・消防用設備等設置審査基準 

第１１節 違反対象物の公表 

第１１節 違反対象物の公表                     

（第42条の４） 

消防法令に違反している防⽕対象物へ消防機関が命令を⾏った場合、違反対象物への

命令内容の公⽰が消防法により義務付けられていますが、公⽰に⾄るまでの間、建物の

危険性に関する情報が利用者に提供されない状況にあることから、重⼤な消防法令違反

のある防⽕対象物の違反内容等を公表し、利用者⾃らが建物の危険性に関する情報を⼊

⼿して利用を判断できるように、うるま市⽕災予防条例４２条の４の規定に基づき違反

対象物の公表を⾏います。 

 

１ 公表の対象となる防⽕対象物（建物） 

消防法施⾏令別表第⼀に掲げる防⽕対象物のうち、不特定多数の者が出⼊りする

飲⾷店、集会場、ホテル、避難困難者の利用する福祉施設、病院などの防⽕対象物を

利用しようとする者が、防⽕安全性の判断に資するため、⼈命に多⼤な被害を出す

おそれがある建物で重⼤な消防法令違反のあるものが対象です。 

２ 公表の対象となる重⼤な消防法令違反 

１に掲げるの防⽕対象物で、消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に

従って設置義務がある消防用設備等のうち、屋内消⽕栓設備、スプリンクラー設備、

⾃動⽕災報知設備の全てが設置義務があるにもかかわらず、これらの設備が⼀切設

置されていないものが公表の対象です。 

３ 公表までの流れ 

消防機関が⽴⼊検査の結果を通知した⽇から14⽇を経過した⽇において、なお、

公表の対象となる重⼤な消防法令違反が認められる場合に公表します。なお、公表

予定⽇の7⽇前までに、関係者に公表する旨を通知します。 

４ 公表⽅法及び公表内容 

公表は、うるま市消防本部のホームページに掲載し、違反が認められた防⽕対象

物の名称、所在地、違反の内容について公表します。なお、違反の是正が確認された

場合は、公表事項を削除します。 

５ 本条の運用にあっては、うるま市消防本部違反対象物の公表に関する運用規程

（令和元年うるま市消防本部告⽰第２号）によること。 

 

 


